



	タイトル: 阪南市緊急通報システム事業のご案内
	問い合わせ先: 阪南市 健康福祉部 介護保険課（直通）　電話：072-489-4526
	ご利用対象者: 介護保険の要介護（支援）の認定を受けた居宅で独居の６５歳以上の人
※有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に居住している人は対象となりません。
※緊急時に自宅内に入って安否確認ができる協力員が原則２人(最低１人)必要です。
	利用料: ①市民税課税世帯　　　固定型：979円(税込)　　携帯型：979円(税込)
②市民税非課税世帯　　固定型：0円　　    　　　携帯型：0円　
	ご利用の注意点: ・救急車出動時や状態確認時に、やむを得ずドアや窓を壊さなければならない場合があります。その際、　修理に要する費用は、利用者様か、利用者様の親族様の負担となります。
・設置時に玄関の合鍵を1組預けることが可能。（警備会社が保管し、緊急時使用します。）
・装置の設置までに約１ヵ月程度かかります。・固定型装置は火災報知器も併設いたします。
	ご利用条件: 【共通事項】   緊急時の連絡先を登録していただく必要があります
【固定型装置】固定電話回線をお持ちの方（一部利用不可の回線があります）　
【携帯型装置】携帯電話の使用方法をご理解いただける方（通報・充電方法等）
　※固定型装置をご利用の場合は火災報知器を併せて設置いたします。
　　(携帯型装置をご利用の場合は、火災報知器の設置はございません。)


